
（ 参 考 ） 老 人 保 健 制 度 の 沿 革

年 度 昭和５７年度 昭和６１年度 平成元年度 平成２年度

主 老人保健法施行（５８年２月） 老人保健法改正（６２年１月） 加入者按分率１００％移行に伴う
壮年期からの疾病の予防、治療、 ・患者一部負担の改定 被用者保険の拠出金負担増の緩和を

要 機能訓練に至る総合的な保健医療 ・加入者按分率の引上げ 図る老人保健の基盤安定化のための
サービスの提供と国民による必要な ・調整対象外医療費の導入 措置（注）

事 費用の公平な負担をねらいとする制度。 ・老人保健施設の創設（注）
「高齢者保健福祉推進十か年戦略」

項 の実施

患 外来：４００円／月 外来：８００円／月 同 左 同 左
者
一 入院：３００円／日 入院：４００円／日
部 （２か月限度） （低所得者の入院：３００円／日
負 （２か月限度））
担 ※低所得者→市町村民税非課税

世帯に属する老齢福祉年金受給者

拠 ○加入者按分率 ○加入者按分率 ○加入者按分率 ○加入者按分率
出 ５８年２月～ ５０ ％ ６２年１月～ ８０％ ９０％ 本年度以降 １００％
金 ５８年度～ ４７．２％ ６２年度～ ９０％
算 ５９年度～ ４５．１％
定 ６０年度～ ４４．７％
率 ○老人加入率上下限（平成６年度まで）

上限２０％、下限１．０％

備 （注）老人保健施設 老人保健審議会 （注）厚生保険特別会計に資金
寝たきり老人等要介護老人に 「老人保健制度の見直し （１．５兆円）を設け、その運用益

対して、医療ケア・日常生活サ に関する中間意見」 により助成。
考 ービスを併せて提供する施設。 （元年１２月）



年 度 平成３年度 平成６年度 平成７年度

老人保健法改正（平成４年１月） 老人保健法改正（平成６年１０月） 老人保健法改正（平成７年４月）
主 ・老人訪問看護の創設 ・付添看護・介護の解消 ・老人加入率上下限制度の見直し

・介護に着目した公費負担割合の引上げ ・入院時の食事療養費制度の創設 ・実質的負担の著しく多い老人医療費拠出金
要 ・患者一部負担の改定 ・拠出金による老人保健施設等の整備 に係る特別調整の実施

介護施設の充実、被用者保険の負担軽減 ・公費負担割合が５割の老人医療費の対象拡大
事 のための助成措置の拡充等

項

○一部負担金 ○入院時の食事に係る標準負担額 ○一部負担金

平成４年１月～ 平成５・６年度 区 分 平成６年10月 平成８年 平成７年度 平成８年度
患 ～８年９月 10月～
者 外 来 ９００円／月 １０００円／月 外 来 １０１０円／月 １０２０円／月
一 一 般 ６００円 ７６０円
部 入 院 ６００円／日 ７００円／日 入 院 ７００円／日 ７１０円／日
負 市町村民税 3か月までの入院 ４５０円 ６５０円
担 （低所得者の入院：３００円／日 非課税世帯 （低所得者の入院：３００円／日

（２か月限度）） 等 4か月目からの入院 ３００円 ５００円 （２か月限度））
※ 平成７年度からは、消費者物価指数

の変動率の応じて改定 市町村民税非課税世帯等に属する ２００円 ３００円
老齢福祉年金受給者

拠 出 金 (平成7年度) (平成8年度)
老人加入率上限 ２２％ ２４％

算 定 率 下限 １.４％ １.４％

備 老人保健審議会（２年１２月） 老人保健審議会（５年１２月） 老人保健福祉審議会（６年１２月）
考 「老人保健制度の見直しに関する意見」 「老人保健制度の見直しに関する意見」 「老人医療費拠出金のあり方について」



年 度 平成９年度 平成１０年度 平成１１年度

主 老人保健法改正（平成９年９月） 老人保健法改正（平成１０年６月）
・訪問指導の対象者の拡大 ・老人加入率上限に関する特例の見直し

要 ・医療保険審議会と老人保健福祉審議会の ・診療報酬の不正請求に対する加算金の
統合 割合の引上げ

事 ・患者一部負担の改定 ・退職者の老人医療費拠出金負担の見直し
（薬剤負担の創設）

項

○一部負担金 ※外来は平成11年度、入院は
平成13年度から医療費の伸びに応じて改定

平成９年９月～ 備 考 同 左 同 左
患
者 外 来 ５００円／日 月４回まで ＊平成１１年４月から外来５３０円／日
一 ＊平成１０年４月から入院1,100円／日 入院1,200円／日
部 入 院 １０００円／日 H10：1,100円
負 低所得･老福年金500円/日 H11：1,200円 ＊平成11年７月から、国が薬剤一部負担
担 を代わって支払うことを内容とする

外 来 種類数・日数に 低所得者世帯の老齢福祉年金 臨時特例措置を実施
薬 剤 応じた負担 受給者は負担免除

拠 出 金
老人加入率上限 ２５％ 老人加入率上限 ３０％（10年７月～） 同 左

算 定 率 下限 １．４％ 下限 １．４％

備 老人保健福祉審議会 医療保険福祉審議会 医療保険福祉審議会
「今後の老人保健制度改革と平成９年度改正 「高齢者に関する保健医療制度のあり方について 「新たな高齢者医療制度のあり方に

考 について（意見書）」 （８年１２月） （意見書）」（１０年１１月） ついて（意見書）」（１１年８月）



年 度 平成１２年度

主 老人保健法改正（平成１２年４月）
・介護保険制度発足による公費５割負担医療の廃止

要 老人保健法改正（平成１３年１月）
・患者自己負担に原則定率１割負担制を導入

事 ・低所得者世帯における入院時一部負担限度額の引き下げ
・高額医療費支給制度の導入

項

※ 薬剤一部負担臨時特例措置を延長 （平成12年7月～12月）、廃止（平成13年1月～）
・ 一般世帯における入院時の食事に係る標準負担額を780円に引き上げ

平成１３年１月～平成１４年３月 平成１４年４月～９月

患 病院（200床未満）及び診療所 上限3,000円/月 病院（200床未満）及び診療所 上限3,200円/月
者 外 来 定率１割負担 病院（200床以上） 上限5,000円/月 病院（200床以上） 上限5,300円/月
一 診療所については定額制(１日800円、月４回まで) 診療所については定額制(１日850円、月４回まで)
部 の選択も可 の選択も可
負
担 一般 上限37,200円/月

入 院 定率１割負担 市町村民税非課税世帯等 上限24,600円/月 同左
市町村民税非課税世帯かつ
老齢福祉年金受給者 上限15,000円/月

拠 出 金
老人加入率上限 ３０％（１０年７月～）

算 定 率 下限 １．４％

備

考



年 度 平成１４年度

主 老人保健法改正(平成１４年１０月)
・定率１割負担（一定以上所得者定率２割負担）

要 ・後期高齢者への施策の重点化（老人保健の対象年齢を70歳から75歳に、公費負担割合を３割から５割に５年間で段階的に引上げ）
・低所得者の範囲の拡大

事 ・老人医療費拠出金の算定方法の見直し（老人加入率上限の撤廃、一定以上所得者に係る老人医療費は公費負担の対象から除外、退職
者に係る老人医療費拠出金を全額被用者保険が負担すること等）

項 ・老人医療費の伸びを適正化するための指針の策定

・１割負担（一定以上所得者は２割負担）
※ 一定以上所得者（14年10月～）：課税所得124万円以上〔収入で637万円（単身世帯で450万円）未満の届出が有れば一般）〕

（17年 8月～）：課税所得145万円以上〔収入で621万円（単身世帯で484万円）未満の届出が有れば一般）〕

・高額医療費における負担限度額

平成１４年１０月～

患 ［一定以上所得者］ 40,200円
者 外 来 ［一 般］ 12,000円
一 （個人ごと） ［低所得Ⅱ・Ⅰ（市町村民税非課税）］ 8,000円
部
負 入 院 ※入院は個人ごと・同一医療機関ごとに現物給付
担 （個人ごと） ［一定以上所得者］ 72,300円＋（医療費－361,500円）×1％ （多数該当は40,200円）

・ ［一 般］ 40,200円
世 帯 ［低所得Ⅱ（市町村民税非課税等）］ 24,600円

（世帯合算） ［低所得Ⅰ（市町村民税非課税(所得が一定基準以下)等］ 15,000円

拠 出 金 老人加入率上限 撤 廃（１４年１０月～）
下限 政令事項化（１４年１０月～ １．４％、１６年度 １．３４％）

算 定 率 特別調整→負担調整

備考



年 度 平成１７年度 平成１８年度

主要 老人保健法改正(平成１８年１０月)
事項 ・定率１割負担（現役並み所得者定率３割負担）

・１割負担（現役並み所得者は２割負担） ・１割負担（現役並み所得者は３割負担（平成１８年１０月～））
※ 現役並み所得者（17年 8月～） ※ 現役並み所得者（18年 8月～）

課税所得145万円以上〔収入で621万円（単身世帯で484万円) 課税所得145万円以上〔収入で520万円（単身世帯で383万円）未満の届出が有れば一般）〕

未満の届出が有れば一般）〕

・高額医療費における負担限度額
・高額医療費における負担限度額

患 平成１８年１０月～
者 平成１４年１０月～ と同様
一 ［現役並み所得者］ 44,400円
部 外 来 ［一 般］ 12,000円
負 （個人ごと） ［低所得Ⅱ・Ⅰ（市町村民税非課税）］ 8,000円
担

入 院 ※入院は個人ごと・同一医療機関ごとに現物給付
（個人ごと） ［現役並み所得者］ 80,100円＋（医療費－267,000円）×１％

・ （多数該当は44,400円）
世 帯 ［一 般］ 44,400円

（世帯合算） ［低所得Ⅱ（市町村民税非課税等）］ 24,600円
［低所得Ⅰ（市町村民税非課税(所得が一定基準以下)等］ 15,000円

※ 公的年金等控除の縮減及び老年者控除の廃止に伴い、平成18年8月から新たに現役並み所得者に移

行する者については2年間自己負担限度額を一般並みに据え置く。

拠出金 １７年度老人加入率下限 １．２７％ １８年度老人加入率下限 １．２２％
算定率 １９年度老人加入率下限 １．１８％

２０年度老人加入率下限 １．１８％

備考


